
証券（事業所）番号
勤務所番号
被保険者番号
勤 務 所 名

明治安田生命保険相互会社 御中

３枚目まで必ずご捺印ください

団体定期保険制度加入申込書兼告知書

○コードの意味
　1：配偶者、2：子、3：父母、5：兄弟姉妹、7：法定相続人、9：個人指定
○受取人を受取人コードで指定する場合
　・それぞれ被保険者死亡時の該当者とします。なお、該当者が複数の場合、保険金分割割合は均等とします。
○継続加入者で新規・変更欄に記入がない場合
　・現在登録された者を継続します。なお、現在欄に表示されている内容は前回の指定内容です。
○受取人氏名の記入がある場合、受取人コードの如何に関わらず受取人氏名の個人を指定します。
○受取人コードおよび受取人氏名の記入がない場合（継続加入者で現在のコードが「０」の場合を含みます）
　・配偶者、子（死亡している場合の孫を含む）、父母、祖父母、兄弟姉妹の順位で指定します。
○こどもを被保険者とする場合の受取人は保険料負担者（本人）とします。

死
亡
保
険
金
受
取
人

※お子様が未成年の場合は、親権者が確認、同意のうえ、お申し込みください。

■こどもの氏名はカタカナでご記入ください。

申込締切日

効力発効日
（加入・増額日）

令和　　年　   月　   日

令和　　年　   月　   日

死　亡
保険金
受取人
コード

死亡保険金受取人氏名

現在

新規
変更

新規
変更

本

　人

配
偶
者

①明治安田生命提出用

5　  11　 17

6　　2　　1

告知記号ア
既加入内容

団体定期保険制度

１男

５女

５平　　6令

　　年　   月　   日 万円

万円

万円

万円

万円

１男

５女

５平　　6令

　　年　   月　   日
１男

５女

５平　　6令

　　年　   月　   日
１男

５女

５平　　6令

　　年　   月　   日
１男

５女

５平　　6令

　　年　   月　   日

通し番号

団
体
名

1 100

氏　　名

（カタカナでご記入ください。） （該当箇所を○で囲んでください。）
性別 生 年 月 日

３昭   　５平

　　年　   月　   日

１男

５女

区
分

既加入内容 申込欄 告知記号ア

本

　
　
　人

配
偶
者

団体定期保険制度

団体定期保険制度

三菱UFJ 銀行関連企業グループ
（株式会社三菱UFJ 銀行）

団体定期保険制度
（災害割増特約付こども災害割増特約付こども特約付団体定期保険）

■配偶者・こどもの加入は、本人の加入が必要です。
■告知記号に対応する裏面告知内容をご確認のうえ、お申し込みください。

太枠の内をご記入ください

MYLI－申－23－000468

加　入
しない

加　入
しない

加　入
しない

加　入
しない

加　入
しない

加　入
しない

万円

万円

万円
1 200

３昭   　５平

　　年　   月　   日

１男

５女

1

2
100

200

こ

ど

も

死
亡
保
険
金
受
取
人
に
つ
い
て

死亡保険金受取人として９番を使用される場合
は氏名を１名のみカタカナでご記入ください

私（本人・配偶者・こども）は、申込日（告知日）現在、記載の告知内容および以下の事項について確認・
承知のうえ、この契約の加入（増額）を申し込みます。
■パンフレット等説明資料に記載された契約内容を承知し、意向に沿った申込内容であることを確認し
ました。
■申込日（告知日）現在の就業状態・健康状態は、記載の告知内容と相違がないことを確認しました。
■「重要事項説明（契約概要・注意喚起情報）」の内容を確認し、承知しました。
■個人情報の取扱いについて、説明資料等の記載内容を承知し、同意しました。
■申し込み手続のご案内に記載されている「生命保険の新規ご加入、保険金・給付金の増額前にご確認い
ただきたい事項【申し込み・告知・支払いに際してのご留意事項】」について確認し、承知しました。

加入（増額）のお申し込み手続きにあたり、加入（増額）する申込者の告知内容が、申込日（告知日）現在
の就業状態・健康状態として相違がないことを確認してください。告知内容が事実と相違する場合
には、保険金をお支払いできないことがありますので、十分にご注意ください。

死亡保険金受取人の指定・変更を含め申込内容についての効力は、記載の｢効力発効
日（加入・増額日）｣から生じます。効力発効日（加入・増額日）より前に死亡保険金受
取人の変更をされたい場合は、別途変更通知書の提出が必要ですので、団体窓口ま
でご連絡ください。（必ず記載の「死亡保険金受取人について」をご確認ください）

申込日（告知日）　　令和　  5 年　　　　月　　　　日

新規加入・内容変更・脱退等する場合、必ず記入・押印ください

申
し
込
み
時
に
お
け
る
告
知
・
確
認
事
項

印

印

「確認印」兼
「申込印」兼
「告知印」

印

印

印

印

印

「確認印」兼
「申込印」兼
「告知印」

■お申し込み内容に修正がある場合は二重線で訂正のうえ、必ず訂正印を押印願います。

現在

1,000

800

500

300

200

100

万円

万円

万円

万円

万円

400

400

400

400

400

300

300

300

300

300

200

200

200

200

200

100

100

100

100

100

※団体定期保険制度について、こどもの死亡保険金受取人は本人です。

所定の申込書に必要事項を記入・押印の上、ご提出ください。前年と同内容にて継続する場合は、自動更新となりま
すので、申込書の提出は不要です。また、申込書の提出がない場合も自動更新となります。

加　入
しない

万円

3,000

2,800

2,500

2,300

2,000

1,800

1,600

1,500

1,300

1,100

1,000

800

500

300

200

100

5

23

35

45

49 50 64 197484645

46 48 49 68 69 70 76

45 46 48 49 68 69 70 76

77 82

77 82

171

171

12

34

44

○○○○○○○

ミツビシ  タロウ 61 7

11 9

12

11

28 5 23

29 9

1
1

7

ミツビシ  ハナコ

ミツビシ  イチロウ

ミツビシ  ジロウ

△△△△△△△
□□□□□□□

××××××××

61 28

三
菱

三
菱

三
菱

三
菱

申込締切日

責任開始期（加入日）

申込書を提出されない場合は従前のご加入内容で継続となりますのでご注意ください（2ペー
ジ「継続加入の取扱い」をご確認ください）。

三菱UFJ銀行関連企業グループ
（契約者：株式会社三菱UFJ銀行）

申込日（告知
日）をご記入
ください。

3枚とも必ず
押印ください。

希望の主契約
の保険金額に
○をしてくだ
さい。

氏名・性別・
生年月日を記
入・○をして
ください。

受取人を指定
す る 場 合、
コードをご記
入ください。
9：個人指定を
選択する場合
のみ氏名を記
入ください。

（注）ご記入に際し誤りがあった場合は、二重線で抹消し、申込印を押印のうえ訂正してください。

記入例「団体定期保険制度加入申込書兼告知書」

※【契約概要】【注意喚起情報】はP7～P8に記載しています。ご加入前に必ずご確認のうえ、お申込み
ください。

（災害割増特約付こども災害割増特約付こども特約付団体定期保険）

2024年度　新規加入・更新のご案内2024年度　新規加入・更新のご案内

団体定期保険制度

2023年11月17日（金）

2024年 2 月 1 日（木）

団体保険の特長・しくみのご案内

本制度の特長や
しくみを
アニメーションで
説明しています！！

CHECK

http://www.meijiyasuda-gw003.jp

＜契約者と生命保険会社からのお知らせ＞ 
　当該保険の運営にあたっては、契約者は加入対象者（被保険者）の個人情報＜氏名、性別、生年月日、
健康状態等＞（以下、「個人情報」といいます。）を取り扱い、契約者が保険契約を締結する生命保険会社
（共同取扱会社を含みます。以下同じ。）へ提供いたします。契約者は、当該保険の運営において入手する
個人情報を、本保険の事務手続きのため使用いたします。生命保険会社は受領した個人情報を各種保険契
約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商
品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービ
スの充実、その他保険に関連・付随する業務のため使用（注）し、また、必要に応じて、契約者、他の生
命保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発生し
た際にも、引続き契約者および生命保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。
　記載の引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会
社に提供されます。
（注）保健医療等の機微（センシティブ）情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営

の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
　なお、事務幹事会社の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ
（https://www.meijiyasuda.co.jp/）をご参照ください。
　－死亡保険金受取人および指定代理請求者の指定に際しご留意ください－
　指定された死亡保険金受取人、および指定代理請求者の個人情報については、上記の加入対象者（被保険
者）の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっては、死亡保険金受取人、および指定代理請求
者にその旨をご説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。

個人情報に関する取扱いについて

事務取扱窓口：エムエスティ保険サービス（株）（略称MST）
本社　受託業務部（03）3340－3546
（受付時間）平日９：00～17：00

11



1年更新のため、

　毎年保障内容が

　　　　　見直せます。

1年経過後収支計算を行い、

　剰余金が生じた場合は、

　　　  配当金として

　　　　　　お返しします。

制 度 の 特 色

定年退職後も

　継続してご加入
　 いただけます。

団体定期保険制度団体定期保険制度団体定期保険制度団体定期保険制度

43

2

（災害割増特約付こども災害割増特約付こども特約付団体定期保険）

（満70歳6ヵ月まで）

Point

Point
死亡・高度障害
    の場合、
　　　死亡・高度障害保険金を
　　　　一時金としてお支払いします。

1Point

Point

意向確認【ご加入前のご確認】
　団体定期保険制度は、以下の保障の確保を主な目的とする生命保険です。
　ご加入にあたってはご意向に沿った内容か、ご確認のうえお申込みください。

団体定期保険制度のしくみ

★ご加入者の皆さまから保険料を集め、万一ご不幸（死亡・高度障害）が
あった場合に保険金としてお支払いします。1年ごとに収支計算を
行い、剰余金が生じた場合は配当金として還付されますので実質的
な負担は軽減されます。

配当金

1年ごとに収支計算

運
営
事
務
費

剰余金保険金

1年間に集まった保険料

この制度は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合、配当金としてお返しします。

※配当率は、お支払時期の前年度
決算により決定しますので、将
来お支払いする配当金額は現時
点では確定していません。

約 76.7 ％

2022年度
配当実績保険金

・配偶者・こどもだけの加入はできません。本人とセットでご加入ください。
・配偶者・こどもの保険金額は本人と同額以下としてください。
・本人について定められた死亡保険金または高度障害保険金が支払われた場合、配偶者・こどもは
同時に脱退となります。また、本人が脱退した場合も配偶者・こどもは同時に脱退となります。
・こどもを加入させるときは、加入資格のあるこどもは全員同額にて加入となります。

加入取扱いに関するご注意

加 入 資 格

《別表》
がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、く
も膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜
症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよ
う、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、
腎不全、子宮筋腫、糖尿病

【告知内容】
本人
【現在の就業状態】
　申込日（告知日）現在、病気やけがで休職・休業中でな
く、かつ、病気により就業を制限されていません。
（注）「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあ

るもので、勤務先または医師等により労働時間の短
縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制
限などを指示されている場合をいいます。

配偶者・こども
【現在の健康状態】
　申込日（告知日）現在、医師による治療期間中または、
薬の処方期間中ではありません。
（注）①「治療」には、指示・指導を含みます。

②「医師による治療期間」は初診から終診（医師の
判断によるもの）までの期間をいいます。

本人・配偶者・こども共通
【過去１２ヵ月以内の健康状態】
　申込日（告知日）より起算して過去１２ヵ月以内に、別
表記載の病気により連続して１４日以上の入院をしたこと
はありません。

※告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金をお支払いできない場合があります。

本　人…申込書記載の告知内容に該当し、2024年2月1日現在満14歳6カ月を超え、満65歳6カ月までの方
（継続の場合は満70歳6カ月までの方）

配偶者…本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、2024年2月1日現在満18歳以上、満65歳6カ月
以下の方（継続の場合は満70歳6カ月までの方）
ただし、2022年4月1日時点で満16歳以上満18歳未満の女性の方は配偶者として加入することが
できます

こども…本人が扶養する子（健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち、子に関する規定を準用します）で申込
書記載の告知内容に該当し、2024年2月1日現在満2歳6カ月を超え、満22歳6カ月までの方

本人とは株式会社三菱UFJ銀行の関連会社の役員及び社員をいいます。

この保険は1年ごとに収支計算を行ない、剰余金が生じた場合は配当金としてお返しする仕組みになってい
ます。
配当率は、お支払時期の前年度決算により決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定し
ていません。

配 当 金

所定の申込書に必要事項を記入・押印のうえ、ご提出ください。
前年度と同内容にて継続する場合は、自動更新となりますので申込書の提出は不要です。また申込書の提出
がない場合も自動更新となります。

申 込 方 法

一旦健康時に加入しますと、更新時健康状態に関する加入資格に該当しない場合でも前年度と同額以下で継
続加入できます。
なお、更新の際に、保険金額・受取人等の変更の申し出がない場合は、従前どおりのご加入内容で継続とな
ります。
ただし、保険料は毎年の加入状況・年齢により算出し変更します。

継続加入の取扱い

１年間（2024年2月1日～2025年1月31日）で、以後毎年更新します。
保険期間中に脱退等で被保険者としての資格を失った場合には、喪失した月の月末までの保障となります。
ただし、保険料の払込みが条件となります。

保 険 期 間

＜在職者＞毎月の給与より控除します。（初回は2月より）
＜定年退職者＞毎月ご指定の銀行口座より口座振替いたします。保 険 料

❶ ❷



月額保険料と保障内容

■定年退職者のお取扱い
※定年退職(定年退職扱含む）時に当団体定期保険制度に加入されている
方について希望者は、満70歳6カ月まで引続き継続加入していただけ
ます。
※定年退職時の加入保険金額を限度として継続いただけますが、主契約
1,600万円～3,000万円（死亡・高度障害保険金）にご加入されて
いた方については、主契約1,500万円（死亡・高度障害保険金）を限
度として減額となります。(更新に伴う増額はお取扱いできません。）

※定年退職後保障開始日の前々月の20日までに口座振替申込書をご提
出いただき、毎月27日に翌月分の保険料を振替いたします。その際、
口座振替経費としてご加入の保障内容にかかわらず、一口座につき一
律150円をご負担いただきます。

こども
（3～22歳）

100万円
200万円
300万円
400万円

200万円
400万円
500万円
600万円

（100万円+100万円）

（200万円+200万円）

（300万円+200万円）

（400万円+200万円）

110
220
290
360

円
円
円
円

一律
一律
一律
一律 〈ご注意〉

・配偶者・こどもだけの加入はできません。本人とセットでご加入くだ
さい。
・年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数につ
いて6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。
（例）保険年齢40歳＝2024年2月1日現在満39歳6ヵ月を超え満
40歳6ヵ月まで。
　更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前年度と変わり
ます。
・配偶者・こどもの保険金額は本人と同額以下としてください。

・本人について定められた死亡保険金または高度障害保険金が支払われ
た場合、配偶者・こどもは同時に脱退となります。また、本人が脱退
した場合も配偶者・こどもは同時に脱退となります。
・こどもを加入させるときは、加入資格のあるこどもは全員同額にて加
入となります。
・原則として、期間途中での脱退はできません。
・死亡保険金の受取人は、被保険者が本人および配偶者の場合は被保険
者が指定した方、こどもの場合は保険料負担者（本人）です。高度障
害保険金の受取人は被保険者です。

・記載の保険料は概算保険料であって正規保険料は申込締切後3ヵ月以内に算出し概算保険料と異なった場合は
　初回に遡って精算致します。
・年齢は保険年齢です。（下記＜ご注意＞参照ください。）

加入対象
区分

本　人

配偶者

100万円
200万円
300万円
500万円
800万円

1,000万円
1,100万円
1,300万円
1,500万円
1,600万円
1,800万円
2,000万円
2,300万円
2,500万円
2,800万円
3,000万円
100万円
200万円
300万円
500万円
800万円

1,000万円

200万円
400万円
600万円
1,000万円
1,600万円
2,000万円
2,100万円
2,300万円
2,500万円
2,600万円
2,800万円
3,000万円
3,300万円
3,500万円
3,800万円
4,000万円
200万円
400万円
600万円
1,000万円
1,600万円
2,000万円

（100万円+100万円）

（200万円+200万円）

（300万円+300万円）

（500万円+500万円）

（800万円+800万円）

（1,000万円+1,000万円）

（1,100万円＋1,000万円）

（1,300万円+1,000万円）

（1,500万円+1,000万円）

（1,600万円＋1,000万円）

（1,800万円+1,000万円）

（2,000万円+1,000万円）

（2,300万円＋1,000万円）

（2,500万円+1,000万円）

（2,800万円＋1,000万円）

（3,000万円+1,000万円）

（100万円+100万円）

（200万円+200万円）

（300万円+300万円）

（500万円+500万円）

（800万円+800万円）

（1,000万円+1,000万円）

135
270
405
675

1,080
1,350
1,445
1,635
1,825
1,920
2,110
2,300
2,585
2,775
3,060
3,250
135
270
405
675

1,080
1,350

161
322
483
805

1,288
1,610
1,731
1,973
2,215
2,336
2,578
2,820
3,183
3,425
3,788
4,030
161
322
483
805

1,288
1,610

142
284
426
710

1,136
1,420
1,522
1,726
1,930
2,032
2,236
2,440
2,746
2,950
3,256
3,460
142
284
426
710

1,136
1,420

204
408
612

1,020
1,632
2,040
2,204
2,532
2,860
3,024
3,352
3,680
4,172
4,500
4,992
5,320
204
408
612

1,020
1,632
2,040

165
330
495
825

1,320
1,650
1,775
2,025
2,275
2,400
2,650
2,900
3,275
3,525
3,900
4,150
165
330
495
825

1,320
1,650

275
550
825

1,375
2,200
2,750
2,985
3,455
3,925
4,160
4,630
5,100
5,805
6,275
6,980
7,450
275
550
825

1,375
2,200
2,750

217
434
651

1,085
1,736
2,170
2,347
2,701
3,055
3,232
3,586
3,940
4,471
4,825
5,356
5,710
217
434
651

1,085
1,736
2,170

382
764

1,146
1,910
3,056
3,820
4,162
4,846
5,530
5,872
6,556
7,240
8,266
8,950
9,976
10,660
382
764

1,146
1,910
3,056
3,820

279
558
837

1,395
2,232
2,790
3,029
3,507
3,985
4,224
4,702
5,180
5,897
6,375
7,092
7,570
279
558
837

1,395
2,232
2,790

534
1,068
1,602
2,670
4,272
5,340
5,834
6,822
7,810
8,304
9,292
10,280
11,762
12,750
14,232
15,220
534

1,068
1,602
2,670
4,272
5,340

343
686

1,029
1,715
2,744
3,430
3,733
4,339
4,945
5,248
5,854
6,460
7,369
7,975
8,884
9,490
343
686

1,029
1,715
2,744
3,430

796
1,592
2,388
3,980
6,368
7,960
8,716
10,228
11,740
12,496
14,008
15,520
17,788
19,300
21,568
23,080
796

1,592
2,388
3,980
6,368
7,960

442
884

1,326
2,210
3,536
4,420
4,822
5,626
6,430
6,832
7,636
8,440
9,646
10,450
11,656
12,460
442
884

1,326
2,210
3,536
4,420

1,161
2,322
3,483
5,805
9,288
11,610
12,731
14,973
17,215
18,336
20,578
22,820
26,183
28,425
31,788
34,030
1,161
2,322
3,483
5,805
9,288
11,610

582
1,164
1,746
2,910
4,656
5,820
6,362
7,446
8,530
9,072
10,156
11,240
12,866
13,950
15,576
16,660
582

1,164
1,746
2,910
4,656
5,820

101
202
303
505
808

1,010
1,071
1,193
1,315
1,376
1,498
1,620
1,803
1,925
2,108
2,230
101
202
303
505
808

1,010

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

一般の死亡のとき
(死亡保険金）・

一般の高度障害のとき
(高度障害保険金）
【主契約】

不慮の事故および特定感染症
による死亡のとき

(死亡保険金+災害保険金）・
不慮の事故および特定感染症
による高度障害のとき

（高度障害保険金+災害高度障害保険金） 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

（　   　　 ）（  　   　　 ）（　   　　 ）（　   　　 ）（　   　　 ）（　   　　 ）（　   　　 ）（　   　　 ）
15～ 35歳
1988年8月2日～
2009年8月1日

36～ 40歳 41～　　45歳 46～ 50歳 51～ 55歳 56～ 60歳 61～ 65歳 66～ 70歳
1983年8月2日～
1988年8月1日

1978年  　 8月2日～
1983年  　 8月1日

1973年8月2日～
1978年8月1日

1968年8月2日～
1973年8月1日

1963年8月2日～
1968年8月1日

1958年8月2日～
1963年8月1日

1953年8月2日～
1958年8月1日

❸ ❹



お支払いに関する重要事項が右記ページに記載されています。必ずご確認ください。 P6

相互会社においては、ご契約者が「社員」（構成員）として会社の運営に参加する仕組みとなっていますが、こ
の契約におけるご契約者は団体であり、ご加入者は被保険者であるため、社員とはなりません。したがって、
総代の選出に関する社員の権利等、社員が有する権利はありません。

MY－A－23－団－007207

［引受会社］　明治安田生命保険相互会社（事務幹事） 大同生命保険株式会社　　第一生命保険株式会社
日本生命保険相互会社　　太陽生命保険株式会社

この保険契約は共同取扱契約であり、明治安田生命保険相互会社は他の各引受保険会社の委任を受けて事務を
行います。引受保険会社は、それぞれの引受金額により保険契約上の責任を負います。なお、引受保険会社等
は変更されることがあります。

この制度は生命保険会社と締結した災害割増特約付こども災害割増特約付こども特約付団体定期保険契約
に基づき運営します。

＜保険金のご請求について＞
●保険金の支払事由が生じたときは、すみやかにご所属の団体（以
下「保険契約者」といいます。）にご連絡のうえ、保険契約者を経
由して引受会社にご請求ください。
●保険金を請求する権利は、お支払事由が発生してから３年間ご請
求が無いと、消滅しますのでご注意ください。
●ご請求があった場合で、引受会社が必要と認めたときには医療機
関等へ事実の確認に伺う場合があります。

＜改姓、ご家族の異動、受取人の変更等について＞
●ご加入の本人・配偶者・こどもに被保険者としての資格がなくなっ
た場合にはすみやかに保険契約者を経由して引受会社にご通知く
ださい。

●被保険者の改姓や、死亡保険金受取人の変更等の場合には、すみ
やかに保険契約者を経由して引受会社にご通知ください。
●被保険者の遺言により死亡保険金受取人を変更することはできま
せん。
●死亡保険金受取人の変更は、保険契約者を経由して引受会社へご
通知ください（変更内容はその通知が引受会社に到達したとき、
保険契約者が通知を発信した日に遡って効力を生じます）。ただ
し、その通知が引受会社に到達する前に変更前の受取人に保険金
をお支払いした場合には、お支払後に変更後の受取人からご請求
をうけても保険金をお支払いいたしません。

保険会社からのお願い・ご注意
～団体定期保険制度～

❺ ❻



生－④　BG　　契約・注意　16.04.01 生－④　BG　　契約・注意　16.04.01

契約概要【ご契約内容】

（＊）保障額を増額する場合、増額部分について「加
入日」を「増額日」と読み替えます。

❶ お申込みの撤回（クーリング・オフ制度）
　この保険は、団体を契約者とする保険契約で
あり、クーリング・オフの適用はありません。
なお、責任開始期（加入日＊）前のお申込みの取
り消し等については本パンフレット記載の団体
窓口にお問い合わせください。

❷ 告知に関する重要事項
■現在および過去の健康状態などについて、あ
りのままにお知らせいただくことを告知とい
います。申込書兼告知書で当社がおたずねす
ることについて、事実のありのままを、正確
にもれなくご確認いただき、お申込みくださ
い。
■企業・団体の社員・職員、保険会社の職員等
に口頭でお話しされても告知していただいた
ことにはなりませんので、申込書兼告知書に
おける告知内容をご確認のうえ、お申込みく
ださい。
■正しく告知をいただけない場合は、「告知義
務違反」としてご契約が解除され保険金をお
支払いできないこともあります。

❸ 責任開始期（加入日＊）
■ご提出された申込書兼告知書に基づき、引受
保険会社がご加入を承諾した場合、本パンフ
レット記載の保険期間の始期からご契約上の
責任を負います。この保障が初めて開始する
日を責任開始期（加入日＊）といいます。次の
図のとおり、責任開始期（加入日＊）は申込
日・告知日（申込書兼告知書を記入・提出し
た日）とは異なります。

※ただし、団体定期保険は本パンフレット記載
の複数の保険会社でご契約をお引受けし、明
治安田生命保険相互会社は他の引受保険会社
の委任を受けて事務を行ないます。引受保険
会社は、それぞれの引受金額により保険契約
上の責任を負います。なお、引受保険会社等
は、変更されることがあります。

■ご契約者である企業・団体の社員・職員、ま
たは保険会社の職員等には保険へのご加入を
承諾し、責任を開始させるような代理権があ
りません。

❹ 保険金等をお支払いできない主な場合
■責任開始期（加入日＊）前に発生した病気やケ
ガを原因とする場合は、告知いただいている
内容に関わらず、原則として保険金等をお支
払いできません。

■責任開始期（加入日＊）から起算して所定の期
間以内に被保険者が自殺した場合、保険金等
をお支払いできません。
■上記を含め保険金等をお支払いできない場合
については、本パンフレットの該当ページを
ご覧ください。
　団体定期保険　

❺ 生命保険契約者保護機構
　引受保険会社は、生命保険契約者保護機構（以
下「保護機構」といいます。）に加入しています。
保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻
に陥った場合、保護機構により、保険契約者保
護の措置が図られることがありますが、この場
合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金
額等が削減されることがあります。詳細につい
ては、保護機構までお問い合わせください。
（ホームページ https://www.seihohogo.jp/）

❻ ご照会・ご相談窓口

■この制度に係る指定紛争解決機関は（一社）生
命保険協会です。（一社）生命保険協会「生命
保険相談所」では、電話・文書（電子メール・
FAXは不可）・来訪により生命保険に関する
さまざまな相談・照会・苦情をお受けしてお
ります。また、全国各地に「連絡所」を設置し、
電話にてお受けしております。
　（ホームページ https://www.seiho.or.jp/）
■なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けた
ことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼し
た後、原則として1ヵ月を経過しても、契約
者等と生命保険会社との間で解決がつかない
場合については、指定紛争解決機関として、
生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約
者等の正当な利益の保護を図っております。

❼ 保険金などのお支払いに関する手続き等の
留意事項
■保険金・給付金などのご請求は、団体（ご契
約者）経由で行なっていただきますので、保
険金・給付金などのお支払事由が生じた場合
だけでなく、支払可能性があると思われる場
合や、ご不明な点が生じた場合等についても、
速やかに本パンフレット記載の団体窓口にご
連絡ください。
■保険金・給付金などのお支払事由が生じた場
合、ご加入のご契約内容によっては、複数の
保険金・給付金などのお支払事由に該当する
ことがありますので、十分にご確認ください。

保険期間

▲
申込日・告知日

（申込書兼告知書を
記入・提出した日）

▲
責任開始期
（加入日）

保障はありません

高度障害保険金の例

新規加入の例

P6

注意喚起情報【特に重要なお知らせ】

加入
資格

商品名
保障内容
保険料

保険
期間

支払
事由

制度内容【保障内容・保険料・配当金・
各種手続き】等に関するご照会先

本パンフレット記載の団体窓口

告知【お申込み時の告知】等に関するご照会先

明治安田生命保険相互会社
団体保険ご照会窓口 0120－661－320
受付時間　平日（土曜・日曜・祝日・年末・
年始は除く）9：00～ 17：00

❸ 配当金
　団体定期保険は1年ごとに収支計算を行ない、
剰余金が生じた場合は配当金としてお返ししま
す。

❹ 脱退による返戻金
　団体定期保険は、脱退（解約）による返戻金は
ありません。

❺ 引受保険会社（事務幹事会社）
明治安田生命保険相互会社
本社：東京都千代田区丸の内2－1－1

❶ 商品の仕組み
　企業・団体の従業員・所属員等の方のために、
企業・団体を保険契約者として運営する保険商
品です。

❷ 加入資格・保険期間・保障内容・保険料・
保険金等のお支払い（支払事由）
　本パンフレットの該当ページをご覧ください。

保険期間

▲
申込日・告知日

（申込書兼告知書を
記入・提出した日）

▲
責任開始期
（加入日）

病気・ケガ 高度障害状態 ×支払対象外

契約概要・注意喚起情報【生命保険】

意向確認【ご加入前のご確認】
　ご加入の内容等に関する重要な事項のう
ち、特にご確認いただきたい事項を【契約概
要】、ご加入に際して特にご注意いただきた
い事項を【注意喚起情報】に記載しています
ので、ご加入前に必ずお読みください。ま
た、各事項の詳細につきましては本パンフ
レットの該当箇所を必ずご参照ください。
ご加入にあたっては、【契約概要】【注意喚
起情報】および本パンフレットの内容とあわ
せて、保障内容・保険金額・保険料等がご
意向に沿った内容となっているか、ご確認
のうえお申込み（新規加入・増額）ください｡

団体定期保険 P2 P2 P1 P6

団体定期保険制度 （災害割増特約付こども災害割増特約付こども特約付団体定期保険）

❼ ❽
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